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訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

県 

立 

学 

校 

 

埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
・
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日 

吉 
 

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
・
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
・
公
印
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
調
製
さ
れ
た
文
書
管
理
台
帳
又
は
親
展
文

書
発
送
台
帳
に
所
要
事
項
を
記
録
す
る
文
書
等
又
は
親
展
文
書
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
会
計

年
度
ご
と
に
校
長
が
定
め
る
番
号
か
ら
始
ま
る
一
連
の
番
号
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

別
表
第
一
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

に
改
め
、
県
立
大
宮
工
業
高
等
学
校
の
項
及
び
県
立
皆
野
高
等
学 

  

校
の
項
を
削
り
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

  

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
県
立
岩
槻
北
陵
高
等
学
校 

 

の
項
、
県
立
鳩
山
高
等
学
校
の
項
、
県
立
八
潮
南
高
等
学
校
の
項
及
び
県
立
和
光
国
際
高
等
学
校 

の
項
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

」 

浦

工

高 

県
立
浦
和
工
業
高
等
学
校 

 
 

 
 

 
 

 

「 

」 

 
 

 
 

等
学
校 

和 

国 

高 

」 

 
 

 

立
越
生
翔
桜
高
等
学
校 

」 

翔

桜

高 

県
立
大
宮
科
学
技
術 

 

「 

 

県
立
和
光
国
際
高 

 
 

 

学 

 

「 

越

生

高 

「 
」 

県
立
越
生
高
等
学
校 

 
 

 
 

 
 

 

県
立
和
光
高
等
学
校 

 
 

 
 

 
 

 

和

高 

八

高 

「 
」 

県
立
八
潮
高
等
学
校 

 
 

 
 

 
 

 

大

科

技

高 

八
フ
ロ
高 

 

「 

」 

県
立
八
潮
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
高
等
学
校 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 

」 

県 

越
生
翔 
「 

高
等
学
校 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
十
六
号 

 
令
和
七
年
埼
玉
県
告
示
第
三
十
号
（
埼
玉
県
地
球
温
暖
化
対
策
に
係
る
事
業
活
動
対
策
指
針
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
八
年
二
月
二
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

第
三
の
一
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
三
の
第
一
の
備
考
二
中
「 

 
」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を

加
え
る
。 

気
 

化
石
燃
料
（
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
５
年
法
律
第

3
2
号
）
第

3
4
条
第
１
項
に
規
定
す
る
脱
炭
素
成
長
型

投
資
事
業
者
が
使
用
す
る
化
石
燃
料
を
除
く
。
）
又
は

 

化
石
燃
料
、

 

又
は
電
気

 
若
し
く
は
電

 

場
合

 
そ
の
他
の
知
事
が
別
に
定
め
る
場
合

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
十
七
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
九
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
一
部

解
除
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
大
字
上
富
字
吉
拓
四
百
六
十
番
十
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

三 

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

 
 

な
し 

 
 



 

別図 



 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
十
八
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
毛
呂
山
・
越
生
都
市
計
画
下
水
道
を
変
更
し
た
。 

 

な
お
、
当
該
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
下
水
道
局
下
水
道
事
業
課
に
お
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

毛
呂
山
・
越
生
都
市
計
画
下
水
道 

二 

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域 

 

イ 

追
加
す
る
部
分 

 
 

 

な
し 

 

ロ 

削
除
す
る
部
分 

 
 

 

毛
呂
山
町
大
字
小
田
谷
の
一
部
、
鳩
山
町
大
字
大
豆
戸
及
び
小
用
の
一
部 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
十
九
号 

 
三
芳
町
か
ら
富
士
見
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
下
水
道
局
下
水
道
事
業
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
日 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長 

木 

村 

和 

正 
 

 
 



 
鴻
巣
羽
生
線 

路 
線 

名 

鴻
巣
市
広
田
字
芝
崎
三
一
四
四
番
二
地
先
か

ら
同
市
広
田
字
柳
原
三
六
二
一
番
一
地
先
ま

で
（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に

限
る
。） 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
八
年
二
月
二
十
日 

供
用
開
始
の
期
日 

令
和
五
年
七
月
十
一
日
付
け
埼
玉
県
北
本
県
土

整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
号
で
告
示
し
た
道
路

予
定
区
域
の
一
部
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
四
九
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

備 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
二
月
二
十
日 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

木

村

暢

宏 
 

 



  

  

一
般
国
道
二
百
五
十
四
号 

  

路 
 

線 
 

名 

ふ
じ
み
野
市
福
岡
新
田
字
西
川
通
二
一
〇

番
八
地
先
か
ら
同
市
福
岡
新
田
字
谷
中
一

二
四
番
一
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
八
年
二
月
二
十
日 

供
用
開
始
の
期
日 

 

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日
付
け
埼

玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告

示
第
一
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定

区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。
延
長

二
二
八
・
四
九
メ
ー
ト
ル 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及

び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
八
年
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

木

村

暢

宏 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名 

 
 

 
 

 
 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

 
 

一
般
国
道 

二
百
五
十
四
号 

 

ふ
じ
み
野
市
福
岡
新
田
字
西
川
通
二
一
〇
番
八
地
先
か
ら 

 
 

 
 

 

同
市
福
岡
新
田
字
谷
中
一
二
四
番
一
地
先
ま
で 

二 

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件 

 
 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た 

 

電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直 

 

ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

 
 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害 

 

 

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
一
日 



告

示 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号 

 
令
和
八
年
度
埼
玉
県
職
員
採
用
上
級
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

池 

本 

誠 

司 
 

 
 

 

 
 



１ 試験の名称 

   令和８年度埼玉県職員採用上級試験 

 

２ 試験職種、採用予定者数及び受験資格 

試験 

区分 
試験職種 

採用予

定者数 
受  験  資  格 

埼 

玉 

県 

職 

員 

採 

用 

上 

級 

試 

験 

一般行政（基

礎能力検査

枠） 

80人 

○日本国籍を有する者 

 

○地方公務員法第16条の欠格条項に該当し 

 ない者 

 

○次に掲げる者 

 (1) 平成８年４月２日から平成17年４月

１日までに生まれた者（学歴不問） 

 (2) 平成17年４月２日以降に生まれた者

で、次に掲げるもの 

  ア 学校教育法に基づく大学（短期大

学を除く。以下「大学」という。）

を卒業した者又は令和９年３月まで

に大学を卒業する見込みの者 

  イ 埼玉県人事委員会がアに掲げる者

と同等の資格があると認める者 

 (3) 平成11年改正前の民法の規定による

準禁治産の宣告を受けていない者（心

神耗弱を原因とするもの以外） 

設備（基礎能

力検査枠） 
15人 

総合土木（基

礎能力検査

枠） 

33人 

建築（基礎能

力検査枠） 
10人 

 

３ 試験の方法 

  試験は、大学卒業程度により次のとおり行う。 

(1) 一般行政（基礎能力検査枠） 

  ア 第１次試験 基礎能力検査 

  イ 第２次試験 論文試験、人物試験 

 

(2) 設備（基礎能力検査枠）、総合土木（基礎能力検査枠）、建築（基礎能力検 

査枠）  

  ア 第１次試験 基礎能力検査 

  イ 第２次試験 人物試験 

   

４ 試験の実施日、会場及び合格発表 

(1) 一般行政（基礎能力検査枠） 

試験 実施日 会場 合 格 発 表 



第１次

試 験 

４月10日（金）か

ら４月23日（木） 

上記期間中の都

合の良いいずれか

１日に受検 

SPI3テストセンタ

ー会場（専用会場

又はオンライン会

場）のうち、受検

者が選択する会

場 

５月８日（金）午前10時から

６月11日（木）まで、埼玉県

人事委員会事務局ホームペ

ージ「埼玉県職員採用情報」

に掲載する。 

第２次

試 験 

５月16日（土）及

び６月１日（月）

か ら ６ 月 11 日

（木）までのいず

れか１日（土曜日

及び日曜日を含

む。）。 

さいたま市内 

６月30日（火）午前10時から

７月７日（火）まで、埼玉県

人事委員会事務局ホームペ

ージ「埼玉県職員採用情報」

に掲載する。 

  

(2)  設備（基礎能力検査枠）、総合土木（基礎能力検査枠）、建築（基礎能力検 

査枠）  

試験 実施日 会場 合 格 発 表 

第１次

試 験 

４月10日（金）か

ら４月23日（木） 

上記期間中の都

合の良いいずれか

１日に受検 

SPI3テストセンタ

ー会場（専用会場

又はオンライン会

場）のうち、受検

者が選択する会

場 

５月８日（金）午前10時から

６月11日（木）まで、埼玉県

人事委員会事務局ホームペ

ージ「埼玉県職員採用情報」

に掲載する。 

第２次

試 験 

５月18日（月）か

ら５月21日（木）

までのいずれか１

日 

さいたま市内 

６月30日（火）午前10時から

７月７日（火）まで、埼玉県

人事委員会事務局ホームペ

ージ「埼玉県職員採用情報」

に掲載する。 

 

５ 試験の対象となる職の概要及び給与 

(1) 職の概要 

   埼玉県の各機関に勤務し、一般行政事務又は技術的業務に従事する。 

(2) 給与 

  ア 初任給は、原則として全職種とも約262,500円（地域手当を含む。）である。

一定の経歴がある場合は、経歴に応じた額が加算されることがある。 

  イ 上記の初任給は、それぞれの職種に応じた代表的な職務に従事した場合の

ものであり、職務の内容によって金額が変更になる場合がある。 

  ウ 上記の初任給のほか、支給要件に該当する者は、扶養手当、住居手当、通

勤手当、期末・勤勉手当等が支給される。 

  エ 上記は、令和８年４月１日現在のものであり、採用時までに給与改定があ

った場合は、それによる。 



 

６ 採用候補者名簿への登載及び採用の方法 

最終合格者は、採用候補者名簿に登載される。 

  名簿登載者は、任命権者からの請求に応じて提示され、本人の希望する仕事及

び勤務地等についての意向聴取を行い、欠員の状況等に応じて採用される。採用

の時期は、原則として令和９年４月１日である。 

 

７ 受験手続 

 (1) 申込方法 

   埼玉県電子申請・届出サービスにおいて、必要事項を入力の上、申し込むこ

と。 

(2) 受付期間 

   令和８年３月２日（月）午前９時30分から令和８年３月16日（月）午後５時

まで。 

 

８ その他 

 (1) 試験についての詳細は、埼玉県人事委員会事務局ホームページ「埼玉県職員

採用情報」に掲載する受験案内を参照すること。 

(2) この試験についての問合せは、埼玉県人事委員会事務局任用審査課採用試験

担当（さいたま市浦和区高砂３丁目 15 番１号 電話 048-822-8181）に行うこ

と。 
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１ 試験の名称 

   令和８年度埼玉県経験者職員採用試験 

 

２ 試験職種及び採用予定者数 

試験区分 試験職種 採用予定者数 

埼玉県経験者職員 

採用試験 

第１回（春期） 

福祉 10人 

心理 ５人 

設備 ７人 

総合土木 17人 

建築 ４人 

獣医師 ８人 

 

３ 受験資格 

 (1) 日本国籍を有する者 

 (2) 地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない者 

 (3) 次に掲げる者 

      昭和40年４月２日から平成11年４月１日に生まれた者で民間企業等における 

職務経験等を有する者 

(4) 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けていない者（心神 

耗弱を原因とするもの以外） 

 (5) 社会福祉法第19条第１項の社会福祉主事の任用資格を有する者又は令和９年

３月31日までに当該資格を取得する見込みの者（試験職種が福祉の場合に限る。） 

(6) 獣医師の資格を有する者（試験職種が獣医師の場合に限る。） 

 

４ 試験の方法 

  試験は、大学卒業程度により次のとおり行う。 

  (1) 第１次試験 書類審査 

  (2) 第２次試験 論文試験 

  (3) 第３次試験 人物試験 

注 獣医師以外の職種については、埼玉県人事委員会が指定する資格（試験）

の登録証等を有しており、かつ、第２次試験当日に必要書類を提出し、申請

を行った者については、資格（試験）の種類に応じて第２次試験の得点に加

点を行う。 

 

５ 試験の実施日、会場及び合格発表 

試験 実施日 会場 合 格 発 表 

第１次 ３月２日（月）午前９ 申込時に、電子申 ５月15日（金）午前10時



試 験 時 30分から３月 16日

（月）午後５時までの

期間内に電子申請シ

ステムから提出 

請システムからエ

ントリーシートを

提出 

から５月25日（月）まで、

埼玉県人事委員会事務

局ホームページ「埼玉県

職員採用情報」に掲載す

る。 

第２次

試 験 
５月24日（日） 

埼玉県県民活動

総合センター 

（北足立郡伊奈

町） 

６月19日（金）午前10時

から７月13日（月）まで、

埼玉県人事委員会事務

局ホームページ「埼玉県

職員採用情報」に掲載す

る。 

第３次

試 験 

６月27日（土）から７

月12日（日）までのい

ずれか１日（土曜日及

び日曜日に限る。）。 

さいたま市内 

７月31日（金）午前10時

から８月７日（金）まで、

埼玉県人事委員会事務

局ホームページ「埼玉県

職員採用情報」に掲載す

る。 

   

６ 試験の対象となる職の概要及び給与 

 (1) 職の概要 

   埼玉県の各機関に勤務し、技術的業務に従事する。 

 (2) 給与 

  ア 初任給は、採用される者の民間企業等での職務経験の内容等に応じて、在

職する職員の給与と同等の額の範囲内で決定される。 

（例）民間企業等における職務経験が10年である場合 

職種 
福祉・心理・設備・総合土木・

建築 
獣医師 

年齢 32歳 34歳 

金額 
約329,000円 

（地域手当を含む。） 

約379,000円 

（地域手当を含む。） 

 

（例）民間企業等における職務経験が20年である場合 

職種 
福祉・心理・設備・総合土木・

建築 
獣医師 

年齢 42歳 44歳 

金額 
約379,000円 

（地域手当を含む。） 

約393,000円 

（地域手当を含む。） 

  イ 上記の初任給のほか、支給要件に該当する者は、扶養手当、住居手当、通

勤手当、期末・勤勉手当等が支給される。 

  ウ 獣医師は初任給調整手当を含む。 

  エ 上記は、令和８年４月１日現在のものであり、採用時までに給与改定があ



った場合は、それによる。 

 

７ 採用候補者名簿への登載及び採用の方法 

最終合格者は、採用候補者名簿に登載されるが、資格取得見込みの者にあって

は、当該資格を取得できなかった場合は、採用されない。 

  名簿登載者は、任命権者からの請求に応じて提示され、本人の希望する仕事及

び勤務地等についての意向聴取を行い、欠員の状況等に応じて採用される。採用

の時期は、原則として令和９年４月１日である。 

 

８ 受験手続 

(1) 申込方法 

    埼玉県電子申請・届出サービスにおいて、必要事項を入力の上、申し込むこ

と。 

(2) 受付期間 

令和８年３月２日（月）午前９時30分から令和８年３月16日（月）午後５時 

まで。 

 

９ その他 

(1) 試験についての詳細は、埼玉県人事委員会事務局ホームページ「埼玉県職員

採用情報」に掲載する受験案内を参照すること。 

(2) この試験についての問合せは、埼玉県人事委員会事務局任用審査課採用試験

担当（さいたま市浦和区高砂３丁目 15 番１号 電話 048-822-8181）に行うこ

と。 
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